
 

物価高緊急経済対策 

令和７年１月 北海道 

物価高が長期化し､道民の皆様の生活や事業者の方々の経営環境に大きな影響が生じ

ている。国においては､令和６年 11 月に「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総

合経済対策」が決定されたところであり､その趣旨を踏まえ､秋冬期の対策も念頭に置き

ながら､道民生活への支援と事業者への支援を両輪として､緊急経済対策を実施する。 
 

令和７年第１回臨時会補正額：１８９．２億円 

  

（記載例）◎…臨時会 ／ ○…R6年度既決予算 

 

 

（１）子育て世帯への支援 

   ◎保護者負担が軽減されるよう学校､保育所等の給食原材料費等の経費を支援（1.3 億円） 

  ◎食料品等の物価高の影響を受けている子育て世帯の負担軽減や道産品の振興を図るため、商品

券等を支給（28.6 億円） 

（２）低所得者世帯への支援 

  ○低所得の高齢者世帯等に対する福祉灯油事業を実施する市町村を支援（交付基準額を 1.5 倍に拡充） 

（３）道民の皆様への支援 

 ◎エネルギー価格高止まりの影響を受けるＬＰガス利用者の負担軽減を図るため、ＬＰガス販売

事業者を通じた料金値引きを実施（28.0 億円） 

 

  

 

（１）医療・社会福祉施設等への支援 

 ◎物価高の影響を受ける医療機関、福祉施設、公衆浴場、私立学校等を支援(48.0 億円) 

（２）農林水産業への支援 

 ◎配合飼料価格等の高止まりの影響を受ける畜産経営を支援（16.2 億円） 

 ◎経営コストの削減や効率的な畜産物生産に取り組む酪農・肉用牛経営を支援（26.8 億円） 

 ◎電気料金の高止まりの影響を受ける土地改良区等を支援（0.4 億円） 

 ◎漁業用燃油価格等の高止まりの影響を受ける漁業者を支援（5.0 億円） 

 ◎電気料金及び配合飼料価格の高止まりの影響を受ける種苗生産事業者を支援（0.6 億円） 

  ◎燃油価格等の上昇の影響を受ける林業・木材産業事業者等を支援（2.1 億円） 

（３）中小・小規模事業者への支援と賃上げ環境の整備 

 ◎国の電気料金支援の対象外となる特別高圧電力利用者を支援（1.7 億円）           

 ◎中小・小規模事業者の生産性向上等に向けたデジタル技術の導入を支援（15.6 億円） 

 ◎人手不足が深刻な業種の道内事業所が雇用した場合に支援金等を支給（1.0 億円） 

  ◎地域公共交通事業者や運送事業者の事業継続（車両維持費等）を支援（12.5 億円） 

 ◎道民向けにサービスを提供する道内観光関連事業者の取組を支援（1.4 億円） 

 

 ［本対策に関するお問合せ先］ 

北海道 経済部 経済企画局 経済企画課 企画係 

ＴＥＬ ： ０１１－２３１－４１１１（内線２６－７１２） 

ＦＡＸ ： ０１１－２３２－１１０４ 

 

１．道民生活への支援 

２．事業者への支援 


